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森・里・湖に育まれる 
漁業と農業が織りなす｢琵琶湖システム｣ 

うみ 

エリ漁に関する裁定について記した 13 世紀の古文書 エリ漁の様子を描いた 19 世紀の古絵図 

琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会 

2019 年 10 月（2020 年 10 月改訂） 

産卵のため水田に遡上するフナ(右上)と、朝もやの中で行われるエリ漁 

令和 2年(2020 年)10 月改訂 
琵琶湖システム 
申請書（和文） 
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概要情報 

農林水産業システムの名称 

   森･里･湖
うみ

に育まれる 漁業と農業が織りなす琵琶湖システム 

申請団体 

・団 体 名：琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会 

・組織構成：滋賀県漁業協同組合連合会、滋賀県農業協同組合中央会、滋賀県土地改良

事業団体連合会、滋賀県森林組合連合会、一般社団法人滋賀県畜産振興協

会、公益社団法人びわこビジターズビューロー、滋賀県青年農業者クラブ

連絡協議会、琵琶湖とつながる生きもの田んぼ物語推進協議会、大津市、

彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、

湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、

甲良町、多賀町、滋賀県（その他 団体95団体、個人572名 ） 

所管省庁 

農林水産省 

申請地域の位置 

・申請地域名：滋賀県琵琶湖地域 

・申請地域の位置に関する説明: 

日本列島の中央部に位置する近江盆地 

…詳細は、別添資料のとおり 

・地理座標：北緯 34°47’-35°42’ 東経 135°46’-136°27’ 

主要都市から申請地域までのアクセス 

（鉄道）東京駅から約２時間 15 分 

（東海道新幹線で米原駅まで） 

京都駅から約 10分(JR 線で大津駅まで) 

新大阪駅から約 35 分(JR 線で大津駅まで) 

（空路）伊丹空港(大阪)から約１時間 30分（新大阪駅経由 JR 線で大津駅まで） 

関西空港(大阪)から約１時間 45 分（新大阪駅経由 JR 線で大津駅まで） 
面積 

 計1,181㎢（湖(漁場)670㎢、湖の保全に寄与する農地342㎢、水源林保全地域169㎢） 

農業生態学的分類 

 森林と水田に取り囲まれた温帯域の湖沼での内水面漁業 

地形的特徴 

 1,000ｍを超える山脈に囲まれた盆地内の中心に日本最大の湖を有し、その辺縁部に農

地･森林が形作られている。 

気候区分 

 夏期は高温多雨で多湿、冬期は例年数度の降雪がある。平均気温は約15℃、平均年間

降水量は約1,570mm(彦根地方気象台)で、温暖湿潤気候に属する。 

人口（うち受益者） 

 計29,240人(漁業者約680人(琵琶湖漁業)、農業者等約26,550人(湖の保全に寄与する農業)、林業者等約2,010人(水源林保全)) 

民族/先住民の人口 

 該当なし 

主な生計源 

 漁業及び農業 
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農林水産業システムの概要 

 

琵琶湖システムは、水田営農と深く関わりながら発展してきた伝統的な内水面漁業を

中心とするシステムである。その根幹には、産卵にやってくる湖魚に安全な繁殖場を提

供する水田営農、必要な量･サイズの湖魚のみを選択的に漁獲する伝統的な漁法、漁業者

が組織的に水産資源を保全管理する伝統的で社会的な仕組みがある。農業と漁業の複合

的な営みにより、1,000 年以上にわたって受け継がれてきたシステムで、都市化が進む地

域の淡水域において、持続的な資源利用を受け継いできている。 

 

日本の古都･京都の近傍に位置する琵琶湖は、16 の固有種を含む 47 種の在来魚を育ん

できている。この中で、ニゴロブナ等の湖魚は、約２千年にわたり、湖辺の低湿地に開

発された水田に自ら遡上し、産卵･初期成育の場として利用してきている。こうした中、

人々は、遡上する湖魚を農作業の傍らで捕獲する様々な待ち受け型の漁法を発達させ、

食料自給の安定性を高める半農半漁のライフスタイルを築いた。 

漁法の代表格は、未成熟魚を捕らえない、選択的な漁獲が可能なエリ漁である。エリ

とは水流や魚の生態を巧みに利用する伝統的な定置網で、このエリは水田とともに、持

続的な資源の利用と保全を実現するランドスケープ･レイクスケープを形作ってきてい

る。漁業者はこうした中で、水産資源を保全管理する仕組みを築いてきた。その根底に

は、湖の保全に寄与する農業やヨシ保全がある。また、緑化された水源林が、洪水や渇

水の防止に寄与し、それが、琵琶湖から河川に遡上する湖魚の成育環境の保全にもつな

がってきている。 

こうした営みの背景には、多様な湖魚を米で発酵させるナレズシの食文化がある。そ

の代表であるフナズシは、日本の寿司の原型と評されるだけでなく、祭礼の供え物等に

も用いられてきている。これらは、人びとの絆を醸成し、自然災害等の困難に協力して

対処する上で精神文化的基盤となってきた。 

 

20 世紀後半の経済発展の中で、このシステムは、人口増や都市化、農業の近代化、外

来魚による食害など、様々な課題に直面してきた。こうした課題に対し、1970 年代以降、

漁業者のみならず、農業者や林業者、消費者など多様な主体が連携し、琵琶湖システム

の継承に取り組んできている。そのような中で、琵琶湖の富栄養化防止に向けた市民運

動により条例が制定され、湖魚が産卵できる水田･水路の環境を保全する取組も行ってい

る。 

こうした多様な主体の協働は、ソーシャル･キャピタルの形成にもつながり、それが、

下流の大都市圏の住民を含む 1,450 万人の水源である琵琶湖の水質や生態系の保全にも

寄与している。 

当地域は、さらに、地球上の水の 0.5％以下と言われる利用可能な淡水資源の保全に向

け、学術研究を進めるとともに、国際会議の開催や、海外からの研修受け入れ等を行っ

ている。これらの努力は、まさに、経済、社会、環境の調和を目指す取組で、琵琶湖シ

ステムの持続可能性を高めるものであり、湖と陸のつながりにより生態系を育むこのシ

ステムの価値の伝承と共有にもつながっている。 
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